
独立行政法人医薬基盤研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事（非常勤）

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,374 11,856 5,196

千円 千円 千円 千円

4,536 4,536 0
（　　　　）

◇

千円 千円 千円 千円

1,692 1,692 0
（　　　　）

＊

千円 千円 千円 千円

1,128 1,128 0
（　　　　）

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注２：「地域手当」は一般職の職員の給与に関する法律に準じて、当研究所の所在地の支給割合に応じて

　　　算出。

　役員の特別手当の額は、役員給与規程第７条第２項において、「厚生労働省独立行政法人
評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その職務実績に応じ、これを増額し、又は減額す
ることができる。」旨規定している。
　平成２０年においては、当該評価委員会の業務実績の評価結果及び役員の業績を踏まえ、
増額または減額を行わずに支給した。

Ａ理事
（非常勤）

改定なし

改定なし

改定なし

その他（内容）

1,186（地域手当）
136（通勤手当）

前職

Ｂ監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

Ａ監事
（非常勤）

法人の長

別 添



３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

法人の長

理事A
（非常勤）

摘　　要法人での在職期間



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

　職員の意欲向上や効率化を図るため、勤務成績等を給与にも反映させる人事
評価制度を平成20年度から実施した。評価結果については、２１年度賞与等に
反映させる予定である。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当

（査定分）

制度の内容

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、定型的業務について合
理化を図るなどし、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を行っ
ている。

一般職の職員の給与に関する法律に準拠するとともに、人事院勧告の際には国
と同様の改定を行い給与水準を決定している。

査定期間中の勤務成績に応じて昇給・昇格を行う予定である。

査定期間中の勤務成績に応じて支給する予定である。

昇給・昇格

改定なし



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

46 42.8 7,292 5,411 138 1,881
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 39.1 6,438 4,737 206 1,701
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 45.9 8,497 6,333 114 2,164
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 40.3 4,745 3,515 53 1,230

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 42.6 8,790 6,710 94 2,080
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 42.6 8,790 6,710 94 2,080

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 ― ― ― ― ―

人 歳 千円 千円 千円 千円

41 41.3 4,972 4,870 126 102
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 45.2 4,915 4,915 68 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 34.6 4,880 4,880 112 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 39.4 3,645 3,645 283 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.3 8,989 8,291 126 698

注３：再任用職員については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定

技能・労務職種

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

研究職種

任期付職員

研究職種

研究補助

再任用職員

研究職種

事務・技術

非常勤職員

注６：「嘱託職員」とは、特殊な経験、技能を有し、所定の暫定期間において専門的業務に従事する職員を示す。

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員の医療職種及び教育職種、在外職員、任期付職員の事務・技術、医療職種及び教育職種、
　　再任用職員、非常勤職員の医療職種及び教育職種については該当者がいないため省略した。

総額
平均年齢 うち賞与区分

嘱託職種

研究職種

　　されるおそれがあることから人数以外は記載していない。
注４：「技能・労務職種」とは、薬用植物の栽培等に関する専門的業務を行う職種を示す。
注５：「研究補助」とは、研究の補助的業務を行う職種を示す。

平成２０年度の年間給与額（平均）



②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

1 ― ― ― ―

4 48.8 ― 8,569 ―

1 ― ― ― ―

7 35.6 4,752 5,289 5,663

3 27.5 ― 3,384 ―

注：①の平均給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
年齢24-27歳32-35歳以外の該当者はいずれも2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、平均給与については表示しない。
すべての年齢層において4人以下のため第1・第3分位折れ線を表示していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除
く。以下、⑤まで同じ。〕

平均

注１：人員が４人以下のため、四分位の値が求められない箇所があり、一部第１四分位及び第３四分位を記載していない。

分布状況を示すグループ

注２：部長及び課長補佐及び係員については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

平均年齢

　　ことから、人数以外は記載していない。

人員

本部部長

本部課長

本部課長補佐

本部係長

本部係員
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（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 ― ― ― ―

3 56.2 ― 11,866 ―

13 48.1 7,881 8,800 9,215

7 35.9 5,493 5,622 5,731

年齢40-43歳及び年齢48-51歳の該当者はいずれも2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
平均給与については表示しない。
年齢36-39歳及び52-55歳以外の該当者は4人以下のため第1・第3分位折れ線を表示しない。

人員 平均年齢分布状況を示すグループ

注２：研究部長については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

主任研究員

　代表的職位

注１：人員が４人以下のため、四分位の値が求められない箇所があり、一部第１四分位及び第３四分位を記載していない。

研究員

　　人数以外は記載していない。

平均

研究部長

研究課長
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③

（事務・技術職員）

区分 計 ８級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 部長 課長 課長 主査 係員
な職位 係員

人 人 人 人 人 人 人 人

16 1 2 1 3 5 2 2
（割合） (6.3％) (12.5%) (6.3%) (18.8%) (31.3%) (12.5%) (12.5%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

－ － － 44 40 － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － 35 31 － －
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － 5,034 4,144 － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － 4,751 3,424 － －
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－ － － 7,112 5,663 － －

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

－ － － 6,376 4,752 － －

（研究職員）

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 プロジェクトリーダー 室長 研究員
な職位 研究リーダー 主任研究員

人 人 人 人 人

24 5 7 5 7
（割合） (20.8%) (29.2%) (20.8%) (29.2%)

歳 歳 歳 歳

58 55 55 38

～ ～ ～ ～

53 45 37 33
千円 千円 千円 千円

10,165 7,694 6,071 4,261

～ ～ ～ ～

7,987 5,816 5,762 3,895
千円 千円 千円 千円

13,071 10,271 8,195 5,807

～ ～ ～ ～

10,818 7,848 7,753 5,423

年間給与
額(最高～

最低)

注１：８級、６級、５級、２級及び１級の該当者はいずれも２名以下のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していな

所定内給
与年額(最
高～最低)

専門員
係長
主査

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

課長補佐
係長

注２：７級については該当者がいないことから、記載していない。

研究所長
センター長

部長

 職級別在職状況等（平成２1年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

年齢（最高
～最低）



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.2 66.4 64.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.8 33.6 35.2

％ ％ ％

         最高～最低 43.7～34.0　　 40.0～31.1　　 41.8～32.5　　

％ ％ ％

65.5 68.5 67.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 31.5 32.9

％ ％ ％

         最高～最低 34.9～33.2　　 31.9～30.3　　 33.3～31.7　　

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

65.7 68.7 67.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.3 31.3 32.7

％ ％ ％

         最高～最低 34.9～33.8 31.9～30.8 33.3～32.2

％ ％ ％

65.6 68.6 67.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.4 31.4 32.8

％ ％ ％

         最高～最低 34.9～33.1 31.9～30.2 33.3～31.6

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員

賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

管理
職員

一般
職員

区分

一律支給分（期末相当）



⑤

107.3

100.0

92.8

92.0

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

（事務・技術職員）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究
職員)

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

（研究職員）

対国家公務員（研究職）

対他法人（研究職員）



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０９．３

参考 学歴勘案　　　　　　 １０４．３

地域・学歴勘案　　　１０８．０

【累積欠損額について】
累積欠損額２９，５２０，０８３，２４３円（平成１９年度決算）

【検証結果】

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９３．２８％
（国からの財政支出額　１２，７５５，４１４千円、支出予算の総額　１３，６７４，
３０４千円：平成20年度予算）

　給与水準の適切性の
　検証

指数の状況

項目 内容

講ずる措置

　この繰越欠損金は旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施
していた出資事業により生じたものであり、同機構から事業を引き継いだ医
薬品医療機器総合機構を経て承継したものである。出資事業は、旧医薬
品副作用被害救済・研究振興調査機構と民間企業との共同出資により設
立された研究開発法人が、医薬品、医療機器に係る研究開発を実施した
ものであり、研究開発に必要な費用を出資金により賄うため、研究開発の
進行に伴い、出資金と欠損金の双方が増加する構造となっていたものであ
る。

　②職員構成の相違
　　当所職員の国家公務員行政職俸給表（一）６級相当以上の管理職の割
合18.8％（16人中3人）が国家公務員行政職俸給表（一）の適用を受ける職
員の６級以上の占める割合（13.9％）（「国家公務員給与の概要（平成２０年
８月）」より）よりも高いこと等が給与水準が高い要因となっている。

　当研究所における給与は国に準じた体系（国に準じた俸給表等）を適用
しているところであり、引き続き国の給与改正に準じた給与の見直しを行っ
ていく。
　また、当研究所の給与水準は国家公務員との比較において適切なもの
であると考えているが、今後、平均給与の水準をさらに抑制するため、人事
異動を行う際には積極的に若い職員を配置し、平成22年度には102.4を目
標とし引き続き改善を図ることとする。
　当研究所事務部門においては、3部8課の最小限の組織体制とし、管理
職ポストについては11ポストあるが、業務の効率化を図り1ポストを併任で対
応するなど管理職のスリム化を図ったところである。今後、さらなる併任をか
けるなどを行った場合に適正に業務を遂行できるかも含め、管理職ポスト
の在り方について検討を行ってまいりたい。
　なお管理職割合が高いようにみえるのは、人件費の効率化を図るために
定型的業務については非常勤職員・派遣職員などの活用を進め、管理職
以外の正規職員の削減に努めていることがその要因である（29人中10人→
26人中9人）。

　また、実用化研究支援事業は、国の産業投資特別会計より政府出資金を
受入れ、その出資金を委託費として支出しているものであり、出資金を費用
として支出すると欠損金が増加する構造となっている。
　このように、繰越欠損金は会計処理上発生しているものであり、給与支出
とは無関係であり、繰越欠損金を増因させる要因とはなっていない。

【検証結果】
平成20年度決算における、支出額14,835,638千円のうち、8,742,670千円
は、当研究所以外の大学等に競争的資金等として支出するものである。残
りの6,092,968千円のうち、4,273,416千円は当研究所の研究事業費であ
り、1,819,552千円は一般管理費である。そのうち659,066千円が給与、俸
給等支給総額（支出総額に占める割合：4.4％）であるため、国からの財政
支出を増加させる要因とはなっていない。
　また、他法人の給与水準と比べても低い水準となっており適切であると思
われる。

※支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合：4.4％
　管理職割合：18.8％
　大卒以上の高学歴者の割合：68.8％

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

○比較対象職員の状況
・事務・技術
①表（職種別支給状況）の常勤職員の１６人　　１６人の平均年齢３９．１歳
平均給与額６，４３８千円
　当研究所の事務職員は、ほとんどが国からの出向職員であり、給与水準
も国に準じた体系をとっていることから、各個人への支給額は国に在籍して
いたときと基本的には変わりない。にもかかわらず、給与水準が異なる数値
となっている要因としては、

　①組織的要因
　出向者のほとんどが、国（特別区）からの出向者であり、異動保障として所
在地の地域手当より高い異動保障を受けている者の割合が68.8%（16人中
11人）となっており、地域指数が高い要因なっている。

　また、職員の大卒者の割合68.8％（16人中11人）が国家公務員行政職俸
給表（一）の適用を受ける職員の大卒者の占める割合（49.1％）（「国家公
務員給与の概要（平成２０年８月）」より）よりも高いこと等が給与水準が高い
要因となっている。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

641,885 654,611 639,876 614,216

2.0 △0.3 △4.3

2.0 △1.0 △5.0

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

(39.9)1,388,225 395,756

155,015 145,248 27,798 (21.9)

150,546 (12.2)

　その後も、引き続き、中期目標に示された研究体制の整備を進めるため、18年度に１プロジェクト、19
年度に１プロジェクトを新たに立ち上げ、そのために新たな研究員を採用しているが、プロジェクト研究
員や派遣職員・非常勤職員の活用を行って常勤職員数及び人件費の抑制に努めており、総人件費
改革の削減対象となる人件費については、平成20年度においては4.3%削減と着実に進展しているとこ
ろである。

最広義人件費

6.7

249,308

673,992

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

1,237,679

区　　分

39,080

人件費削減率
（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　総人件費改革の取組状況

(189.4)
退職手当支給額

非常勤役職員等給与

9,767

5,567

(21.5)

福利厚生費

給与、報酬等支給総額
（△2.2）

中期目標期間開始時（平
成17年度）からの増△減

比較増△減

461,061

74,003 （　　　　　-）

(0.9)659,066 △ 14,926

113,083 113,083

①　中期目標において、人件費については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）
を踏まえ、平成18年度以降の5年間において、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこと。こ
れを実現するため、現中期目標期間の最終年度までの間においても、必要な取り組みを行うこと、併
せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系の見直しを進めること。
②　中期計画において、人件費（退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除
く。）については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成18年度以降
の5年間において5％以上の削減を行う。これを実現するため、現中期目標期間の最終年度までの間
において平成17年度と比べて4％以上の削減を行うものとする。併せて、国家公務員の給与構造改革
を踏まえた給与体系の見直しを行う。

③　当研究所は、平成17年度に新たに設立された法人であり、国立試験研究機関から研究員を引き
継ぐだけでなく、17年3月に中期目標で示された目標を達成するため、設立後に新たなプロジェクトを
順次立ち上げ、研究員の新規採用を進めるものとされていた。
　このため、平成17年4月には、国立医薬品食品衛生研究所等からの移行職員を中心とした79人でス
タートし、設立後に製薬企業等関係者からの意見を踏まえながら研究テーマの設定を行った上で、公
募の実施、外部専門家を含めた公正な選考等を行い、17年度内に２つのプロジェクトを新たに立ち上
げ、それに伴って年度の途中に研究員を採用した。しかし、17年度においてすべてのプロジェクトの
立ち上げを完了したわけではないため、平成17年度末の人員は84人にとどまり、中期目標における計
画数（95人）には達しなかった。

(117.7)379,359 81,702

「人件費削減率（補正値）とは、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人事院勧告を踏ま
えた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成１８年、平成１９年、平成２０年の行政
職（一）の年間平均給与の増減率はそれぞれ０％、０．７％、０％である。

競争的研究資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金又は国
からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付研究者のち、国策
上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画Ｈ１８．３．２８閣議決定）において指定されている戦略的重点科学技
術をいう。）に従事する者及び若手研究者（平成１７年度末において３７歳以下の研究者いう。）を削減対象人件費
の範囲から除いているため、Ⅲ表の「給与、報酬等支給総額」と削減対象人件費の金額とが異なることとなる。

注２：

注１：

注３： 注２の任期付研究者及び任期付職員の人件費を総人件費改革に係る削減対象人件費の範囲から除く前の「給
与、報酬等支給総額」（削減対象人件費）は、基準年度（平成17年度）653,499千円、平成18年度685,489千円及び
平成19年度673,992千円であった。
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